
相馬市日常生活用具給付事業

日常生活用具とは、障がいなどのある方が、より過ごしやすい生活を送るために必要な用具です。

市では、障がいなどのある方が日常生活用具を購入する場合の費用を給付します。

申請から給付までの流れ

自己負担額 費用の1割（住民税非課税世帯は0円）

用具ごとに定められた給付上限額を超えた分

必要書類 日常生活用具給付申請書に、以下の書類を添付してください。

①身体障害者手帳、療育手帳、指定難病医療費受給者証等の写し

②見積書（事業者が作成したもの）

③医療機関からの意見書（難病患者の場合）

④所得課税証明書（転入者の場合。詳細はお問い合わせください。）

※障がいの程度や年齢によっては、難病患者以外でも医療機関からの意見書が必要と

なる場合があります。

身体障がい児、身体障がい者、知的障がい児、知的障がい者、難病患者

給付の対象となる用具は、障がいなどの状態によります。

「日常生活用具一覧」をご覧ください。
対象用具

①事前に購入した場合は、給付対象外になりますので、購入する前にご相談ください。

②年齢などによっては介護保険制度による給付が優先される場合があります。

③対象者が１８歳以上の場合、ご本人またはその配偶者の市民税所得割額が４６万円以

上の場合は、給付対象外となります。

そ の 他

①市役所へ申請 ②決 定 ③発注・納品 ④事業者へ提出

申請書

見積書

決定通知申請者へ ・申請者は、事

業者へ用具

を発注。

・用具を受け

取る。

給付券

手帳や

意見書

⑤請 求

事業者が

市役所へ

費用を請求

する。

氏名を記入

給付券事業者へ
自己負担額支払

（該当者のみ）

🖋

問い合わせ先：相馬市保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

住所：相馬市中村字北町63番地の3

電話：0244-37-2109 ファックス：0244-37-2162

メール：h-syakai@city.soma.lg.jp

対 象 者



日常生活用具一覧

主な性能 対象者 耐用年数

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を
個別調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害単独２級以上で常
時介護を必要する在宅の者

154,000 円 8年

じょくそうの防止又は失禁等による汚
染又は消耗を防止できる機能を有す
るもの

下肢又は体幹機能障害単独１級以上で常
時介護を要する在宅の者

19,600 円 5年

尿が自動的に吸引されるもの
下肢又は体幹機能障害単独１級以上で常
時介護を要する在宅の者

67,000 円 5年

障害者を担架に乗せたままリフト装置
により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害で、入浴に介護を
要する在宅の者

82,400 円 5年

介護者が障害者の体位を変換させる
の容易に使用できるもの

下肢又は体幹機能障害単独２級以上で、
体位変換に当たって家族等の介助を要する
在宅の者

15,000 円 5年

介護者が障害者を移動させるにあっ
て、容易に使用できるもの（天井走行型
その他住宅改修を伴うものを除く。）

下肢又は体幹機能障害単独２級以上の在
宅の者

159,000 円 4年

原則として付属のテーブルがついて
いるもの

下肢又は体幹機能障害単独１級若しくは２
級以上の在宅の者（障害児に限る。）

33,100 円 5年

腕又は足の訓練ができる器具を備え
たもの

下肢又は体幹機能障害単独１級若しくは２
級以上の在宅の者

159,000 円 8年

じょくそうの防止又は失禁等による汚
染又は消耗を防止できる機能を有す
るもの

下肢若しくは体幹機能障害単独1級の者
又は下肢若しくは体幹2級及び上肢2級で
総合等級1級であり、常時介護を要する在
宅の者

82,400 円 8年

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への
入水等を補助できるもの（住宅改修を
伴うものを除く。）

下肢又は体幹機能障害の者であって、入浴
に介助を要する在宅の者

90,000 円 8年

洋式便器や手すりつき便器
下肢又は体幹機能障害単独２級以上の在
宅の者

34,650 円 8年

歩行を補助することができるもの
下肢若しくは体幹機能障害又は平衡機能
障害の在宅の者

3,150 円 3年

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移
乗動作の補助、段差解消等の用具（住
宅改修を伴うものを除く。）

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害
を有し、家庭内の移動等において介助を必
要とする在宅の者

60,000 円 8年

スポンジ、革を主材料に製作されたも
ので、頭部を保護する機能を持つもの

15,700 円

スポンジ、革、プラスチックを主材料に
製作されたもので、頭部を保護する機
能を持つもの

37,900 円

温水温風を出し得るもの
（住宅改修を伴うものを除く。）

次のいずれに該当する者
１　上肢障害が単独２級以上の在宅の者
２　療育手帳Aの者で訓練を行っても自ら
排便後の処理が困難な在宅の者

151,200 円 8年

室内の火災を煙又は熱により感知し、
又は光を発し屋外にも警報ブザーで
知らせることができるもの

障害等級２級以上又は療育手帳Aの在宅
の者（火災発生の感知及び避難が著しく困難な
世帯構成の場合に限る。）

15,500 円 8年

屋内温度の異常上昇又は炎の接触で
自動的に消化液を噴射し、初期火災を
消化できるもの

障害等級２級以上又は療育手帳Aの在宅
の者（火災発生の感知及び避難が著しく困難な
世帯構成の場合に限る。）

28,700 円 8年

視覚障害者が容易に使用できるもの
視覚障害が単独２級以上の者又は療育手
帳Aの在宅の者

41,000 円 6年

火災警報器

自動消火器

電磁調理器

頭部保護帽
A

次のいずれに該当する者
１　平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障
害の在宅の者
２　療育手帳A又は精神障害者で、てんか
ん発作等により頻繁に転倒する在宅の者

3年

頭部保護帽
B

特殊便器

エアーパッド

自立生活支援用具

入浴補助用具

便器

T字状・
棒状つえ

移動・移乗
支援用具

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用リフト

訓練椅子

訓練用ベット

R7.5.30現在

種目 上限額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

特殊マット
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日常生活用具一覧

主な性能 対象者 耐用年数

R7.5.30現在

種目 上限額

視覚障害者が容易に使用できるもの 視覚障害が単独２級以上の在宅の者 7,000 円 10年

音、音声等を視覚、触覚等により知覚
できるもの

聴覚障害が単独２級以上で日常生活上必
要と認められる在宅の者

87,400 円 10年

透析液を加温し、一定温度に保つもの
腎臓機能障害が単独３級以上で、透析療法
を行う在宅の者

51,500 円 5年

36,000 円 5年

56,400 円 5年

障害者が容易に使用できるもの
在宅酸素療法を行う呼吸器機能障害又は
心臓機能障害を有する在宅の者

17,000 円 10年

体温計 9,000 円 5年

体重計 18,000 円 5年

血圧計 15,000 円 5年

呼吸状態を継続的にモニタリングする
ことが可能な機能を有し、障害者等が
容易に使用し得るもの

次のいずれかの者であって、人工呼吸器を
使用又は在宅酸素療法をしている在宅のも
の
１　呼吸器機能障害又は心臓機能障害を
有する者
２　１と同程度の障害があり、医師が必要と
認めた者

132,400 円 5年

正弦波イン
バーター発
電機

障害者又は介護者が容易に使用可能な、ガソリ
ン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバー
ター発電機で、定格出力が850VＡ以上のもの

120,000 円

ポータブル
電源（蓄電
池）

障害者又は介護者が容易に使用可能な、蓄電機
能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格
出力が300Ｗ以上のもの

60,000 円

 DC/ACイン
バーター
（カーインバー
ター）

障害者又は介護者が容易に使用可能な、自動車
用バッテリー等の直流電源（DC）を正弦波交流電
源（AC）に変換する装置で、定格出力が300W以
上のもの

30,000 円

携帯式で、言葉を音声又は文書に交換する
機能を有し、障害者が容易に使用できるも
の

音声機能又は言語機能障害者であって、
発声・発語に著しい障害を有する在宅のもの

98,800 円 5年

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺
機器やアプリケーションソフトであって、障
害者が容易に使用できるもの

視覚障害が単独２級以上又は上肢機能障
害２級以上の在宅の者

100,000 円 5年

文字等のコンピュータの画面情報を点字等
により示すことができ、音声出力が可能で
あり、入力した点字を音声で確認すること
ができるもの

視覚障害２級以上又は視覚障害及び聴覚
障害の重複重度障害（原則として視覚障害2
級及び聴覚障害2級以上）である在宅の者

383,500 円 6年

点字器（携
帯用を含む）

視覚障害者が容易に使用できるもの 在宅の視覚障害者 10,400 円
7年
5年

点字タイプ
ライター

視覚障害者が容易に使用できるもの 視覚障害が単独２級以上の在宅の者（就労
若しくは就学しているか、就労が見込まれる者）

63,100 円 5年

視
覚
障
が
い
者
用

点字ディス
プレイ

動脈血中酸素
飽和度測定器
（パルスオキシ
メーター）

身体障害者手帳所持者のうち、在宅で人
工呼吸器、在宅酸素療法、電気式たん吸引器
等、日常的に生命・身体機能の維持に必
要な電気式の医療機器を使用している者
であって、医師が必要と認めたもの

5年

意思疎通支援用具

携帯用会話
補助装置

情報・通信
支援用具

呼吸器障害者が容易に使用できるも
の

次のいずれに該当する者
１　呼吸器機能障害が単独４級以上の在宅
の者
２　１と同程度の障害があり、医師が必要と
認めた在宅の者

電気式
たん吸引器

酸素ボンベ
運搬車

視
覚
障
害
者
用

視覚障害者が容易に使用できるもの 視覚障害が単独２級以上の在宅の者

歩行時間延長
信号機用小型
送信機

聴覚障害者用
屋内信号装置

非
常
用
電
源
装
置

在宅療養等支援用具

透析液加温器

ネブライザー
（吸入器）

Echo System

Transmitter

STOP             START
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日常生活用具一覧

主な性能 対象者 耐用年数

R7.5.30現在

種目 上限額

ポータブ
ルレコー
ダー

デジタル録音図書の再生等が可能な製品
であって、視覚障害者が容易に使用できる
もの

視覚障害が単独２級以上の在宅の者 85,000 円 6年

活字文書
読上げ装
置

SPコードに記録されている情報を読み取
り、音声を聞くことができるもので視覚障
害者が容易に使用できるもの

視覚障害が単独２級以上の在宅の者 99,800 円 6年

画像入力装置を読みたいものの上に置く
ことで、簡単に拡大された画像をモニター
に映し出るもの
文字を読み込むことにより音声出力が可
能であり、文字を音声で確認することがで
きるもの

198,000 円

専用の拡大読書機能が搭載されたタブレッ
ト端末等

50,000 円

時計 視覚障害者が容易に使用できるもの 視覚障害が単独２級以上の在宅の者 13,300 円 10年

点字図書 点字により作成された図書
主に情報の入手を点字によっている在宅の
視覚障害者

音声キッ
チンス
ケール

視覚障害者が容易に使用できるもの
在宅の視覚障害者であって、本装置により
グラム等を量ることが可能になるもの

29,400 円 5年

・一般の電話に接続することができ、音声の
代わりに文字等により通信可能な機器であ
り、障害者が容易に使用できるもの
・相手の声を頭部などの骨に振動させて伝え
る骨伝導方式のハンドセットを搭載した電話
機

聴覚障害者又は発音・発語に著しい障害を
有する者であって、コミュニケーション、緊急
連絡等の手段として必要と認められる在宅
のもの

71,000 円 5年

字幕や手話通訳の映像をテレビ画面に出力
する機能を有し、災害時の緊急信号を受信す
るもので、聴覚障害者が容易に使用できるも
の

在宅の聴覚障害者であって、本装置により
テレビの視聴が可能なもの

88,900 円 6年

利用することにより発声が可能となる
もの

在宅の音声・言語機能障害者であって、人
口喉頭により音声が発声できるもの

70,100 円 5年

呼気を加温・加湿する機能を有するも
の（シャント発声を可能とするものも含
む。）

在宅の音声・言語機能障害者であって、咽
頭摘出しているもの

25,300 
円 月額

ストマ代替品

次のいずれかに該当する者
１　ストマ造設者で皮膚のびらん等によりス
トマ装着ができない者
２　高度の排尿又は排便機能障害者

12,000 円 月額

ぼうこう機能障害者 11,300 円 月額

直腸機能障害者 8,600 円 月額

常時失禁状態にある者の収尿のため
の用具

ぼうこう機能、下肢機能又は体幹機能障
害者

8,500 円 1年

障害者の移動等を円滑にする用具で
設置に小規模な住宅改修を伴うもの
（新築は対象外とする。ただし、被災して新
築するときについてはこの限りでない。）

次のいずれかに該当する者
１　下肢若しくは体幹機能障害者で下肢若
しくは体幹機能に障害のある者で室内の移
動が困難であるため、移動等を円滑にする
ための住宅改修が必要な者
２　乳幼児期以前の非進行性の脳病変に
よる運動機能障害が単独３級以上の者

200,000 円 原則1回

備考

紙おむつ等（紙
おむつ、洗腸用具
及びサラシ、ガー
ゼ等衛生用品）

蓄尿袋
身体に装着して排泄物をためる用具

蓄便袋

収尿器

人工鼻

排泄管理支援用具

視
覚
障
が
い
者
用

居宅生活動作
補助用具

１　手帳を持たない難病（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の対象となる疾病をいう。）の患者等は、対象者となる者と同等の状態で、医
師が必要と認めた者を対象とする。
２　在宅は、自宅（賃貸住宅又は家族と共同で居住している住宅を含む。）又は共同生活援助を行う住居等で生活する状態とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法
律第１７条第２号及び第２６条の２第２号に規定する施設等に入所する場合は対象としない。
３　非常用電源装置は、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源（蓄電池）、DC／ACインバーター(カーインバーター)のうちいずれか1種目とする。
４　非常用電源装置の維持に要する経費（ガソリン、カセットボンベやエンジンオイル等の購入費、点検・整備費）は対象外とする。
５　人口鼻は、人工鼻カセット接続器具及び接続機器並びに皮膚の接着剤及び剥離剤を含むものとする。
６　聴覚障害者用通信装置は、貸与の対象種目とする。

拡大読書
器

在宅の視覚障害者であって、本装置により
文字等を読むことが可能になるもの

8年

改修

点字図書と
墨字図書の合計額

聴覚障害者用
通信装置

聴覚障害者用
情報受信装置

人工喉頭

こんにちは
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